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はじめに

　かつて私は『近代日本の夜間中学』（２００５年，北海道
大学出版会）を上梓し，近代日本における夜間中学の
普及過程およびその制度的変遷を描いた。
　ただ，資料収集状況やページ数といった制約によっ
て，個々の夜間中学の実態について深く踏み込むこと
は困難であり，今後の課題として残さざるを得なかっ
た。言うまでもなく，通史はそれを裏付けする豊富な
具体例に恵まれることで，記述に説得力をもつ。そこ
で私は，本論文を出発点として全国の夜間中学につい
て継続的に事例研究を行うこととした。拙著の補遺と
もいえるかと思う。
　本論文で取り扱うのは，北海道庁が庁内で勤務する
給仕のために財団法人を組織して設置・運営していた
昭和中学（給仕教育舎－私立札幌青年学校－私立昭和
中学－私立昭和中学校－北海道庁立札幌第二中学校昭
中分教場を総称）である。給仕とは，官公署・企業に
あって印刷・お茶汲みなどの小間使いをするための職
で，一般に小学校を卒業したばかりの男子が就く。職
務内容は比較的容易であり，用事がなければ勉強する
ことも許される。というのも，身分は日給制の傭人で
あって正規の官吏・職員ではなく，一定の年齢になれ
ば雇い止めとなるからだ。つまりは期限内に就職・進
学してゆくことが前提の「宿り木」であった。
　一般に都市部に設置された夜間中学の場合，昼間給
仕として働いている生徒の比率が最も高く，学校に
よっては過半数を占めることもあった。しかし，特定
の官公署・企業の給仕のみを教育対象として設置され
た夜間中学は全国的に例がない。ただ，特異な事例を
研究することで，特異な結論を導くのが本意ではな
い。給仕はどのような意図で夜間中学で学んだか，逆
に給仕に対する教育がどのように検討され，取り扱わ
れたかについて考察し，それを通じて近代日本の勤労
青少年に対する中等教育普及の歴史に新たな知見を付
加することが本論文の目的である。

１．設置の経緯

　１８９５年１２月，北海道庁は庁内に勤務する給仕を対象
に，夜間，庁員有志が合同教育制で教授する給仕教育

舎を設立した（１）。学校としての認可をとっていないの
で，法的には私塾ということになる。設置にあたり，
北海道庁長官北垣國道は，「給仕なる者は（中略）此の儘
放任せんか，成長の後，国家有用の器たることは勿論，
或は一人前の生活を為すことさへも容易ならざる状態
と認めらるゝにより，之を救済するの必要あり」（２）と
述べた。専門的な技能をもたない無職青年として給仕
を世の中に出すことに，北海道庁では危惧を抱いてい
たことがわかる。
　３年後の１８９８年，大蔵省から北海道庁に札幌駅周辺
の官有地１，８００坪（評価額２，１１９円）が移管された。北
海道庁はこの土地を基本財産とする財団法人給仕教育
資産の設立認可を文部省に申請した。目的には「官公
署等ノ給仕ニ男子須要ノ教育ヲ施ス」とあり（３），周辺
の官公庁の給仕をも対象としている。翌９９年１０月，文
部大臣から認可があり，北海道庁は１２月２４日付で給仕
教育舎を同財団の設置する各種学校とした。位置は北
海道庁舎内，校長は地方課長が兼務，経営は教育課長
（北海道師範学校長の兼務ポスト）が行うこととした。
初代校長は横山隆起。学科名は研究科と称し，修業年
限は２年。教壇に立つのは庁員有志で，修身・英語・
読書・算術・習字を合同教育制で指導する。
　生徒の入学状況はどうだったであろうか。給仕教育
舎は１９１４年段階で生徒数５０名，創立以来の卒業者数は
５２名（４）。１８９５（あるいは９９）年からの十数年間の累積
卒業者数としてはやや少なすぎるが，回想にあるよう
に入学期も厳格ではなかったようだから，卒業期につ
いても同様で，恐らくは生徒本人が学習を達成した
（あるいは飽きた）と思えば来なくなる私塾然とした形
態だったのだろう。ただし，その頃から同校は急速に
学校らしさを強めたらしく，１９１８年段階では生徒数３６
名，創立以来の卒業者数２０７名だから（５），１９１４年からの
４年間では１年に約４０名が卒業した計算になる。
　教育の実態はどのようなものだったのだろうか。ま
ず教育内容について。設置からやや時代が下るが，
１９１３年入学者である阿部平三郎の回想がある。
　　　北海道庁の地下室の一つが教室にあてられ，先

生は全部道庁の人たちで，学科は国語，英語，算
術の程度であった。（中略）当時の夜学校は設備も
悪く，先生も少なく，従って教育内容も極めて低い
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ものであった（６）。
　阿部は，この後，１９１９年に北海道庁雇員に採用とな
り，２１年に専検と高等試験（高文）予備試験に合格し
て北海道庁書記に採用，２６年に高文行政科に合格する（７）。
その俊才ぶりからして，自らが受けた授業水準に関す
る述懐には真実味がある。そのような学力を持つ生徒
は，もちろん少数派であっただろうけれども。
　給仕教育舎の生徒の入学の意図，卒業後の進路状況
に関する資料については未見だが，同じ時期の札幌
で，同じく小学校卒業程度を入学資格としていた夜間
中学の札幌遠友夜学校中等部については回想がある。
例えば，以下のように。
　　　私は遠友夜学校を明治三十三年十二月二十八日

に卒業したが，そのとき一度札幌中学校の入学試
験に応じて見たいと考えた。勿論学資は無いが，
自分の実力を試して見るうへからもと思ったの
と，何と云っても金釦の制服に白線二本の帽子が
大きな魅力であった。（中略）私が翌三十五年四月
札幌中学校の入学試験に応じたが，私は志願者中
の年長者の最右翼であった。幸に成績は入学児童
の中頃で合格した（８）。

　　　（卒業生の，三上注）多クハ実業ニ従事シ又ハ商
店ニ番頭ヲ勤メ会社官庁ニ雇員タルモノアリ，三
名ハ札幌中学校卒業，内一名ハ農科大学水産科ニ
入学，師範学校卒業ノ上小学校教師タルモノ一
名，元札幌農学校農芸科卒業一名，女子ニアリテ
ハ札幌高等女学校卒業ノ上小学校教師タルモノ二
名アリ（９）

　給仕教育舎でも状況はさほどかわるまい。正規の中
等学校への入学，中学３年修了程度で実施される雇員
採用試験，中学卒業程度で実施される文官普通試験
（普文），高等小学校卒業程度から中学卒業程度までさ
まざまなグレードで実施される小学校教員検定，中学
卒業の資格を得るための専門学校入学者検定試験（専
検）等々，中等教育程度の資格・進路は多種多様であっ
た。そうしたさまざまな希望をもつ少年少女が同校の
門を叩き，それに応えるべく補習教育を実施していた
であろう。
　なお，１９２３年１月２７日，北海道庁は給仕教育舎を私
立札幌青年学校と改称した（１０）。庁員有志が合同教育制
で指導する体制は変わっていない（１１）。

２．夜間中学への発展

　１９２５年４月２１日，内務部長得能佳吉の指示により，
私立札幌青年学校は教則を変更して３学年制（本科２
年，補習科１年）に延長，教育課程を中学４年程度と
した（１２）。これを機に庁員による合同教育制は廃止し，
庁立札幌一中の校長・教諭に講師を委嘱した。
　これにより同校は，表１のように札幌市内に数多く
設置されていた夜間中学の一角を占める学校となっ

た。
　従来までの私塾的な形態とは異なって厳格な３学年
制をとり，庁立札幌一中の教員が直接指導するという
ことで，同校の社会的評価が飛躍的に高まったことは
想像に難くない。札幌市が発行する『札幌市学事一覧』
に同校が掲載されるようになるのもこの年からであ
る。同校の生徒数の推移は表２に示すが，同年以降，
生徒数は１００名前後，毎年の卒業者数は２０～３０名程度
で推移する。学校としての整備が進んだことの反映だ
と考えられる。
　ところで，生徒数・卒業者数に女子が含まれている
点が目をひく。近隣の官公署，特に鉄道省・逓信省な
どが所管する工場・病院などに勤務する少女たちが入
学を希望し，許可されたものだと思われる。裁縫・家
事など「女のたしなみ」ではなく，少年たちに混じっ
て高等普通教育を受けようという志向はやや珍しく感
じる向きもあるかもしれないが，考えられないことで
はない。上級学校進学資格となる女子専検，職業婦人
を目指すための小学校教員検定や保母資格試験など，
高等普通教育によって受験可能となる検定試験は存在
していた。しかし，夜間女学校は庁立札幌高女が附設
していた私立札幌女子中等学校しかなかった。職場に
近く，各種検定試験に照準を絞った教育課程となる
と，私立札幌青年学校が最適という女子が一定数存在
したのであろう。
　これ以降も，生徒たちはさまざまな検定試験に挑戦
した。例えば１９３１年４月に北海道庁給仕となった泉松
太郎は，自らの学習体験をこう語っている。
　　　昭和六年小学校卒業後，北海道庁の給仕を拝

命。補習学校等に入ってこつこつ勉強してゐまし
たが，昭和十年札幌夜間中学第四学年に編入し，
本年三月卒業致しました。以上の様な学歴より持
たない私ですが，役所の中にはもっと少い学歴
で，而も最も難関な高文を見事に征服してゐる
人々がちょいゝゝゝ居るので，随分私達独学者の
為めに刺激となり，又憬でもありました。それで
私も卒業後は普文を先づ突破しようと思ひ，講義
録をとって見始めました（１３）。

　泉が給仕となった１９３１年，給仕教育舎出身者では山
田三義・大村霽が高文行政科に合格（１４），菊地輝夫が樺
太庁普文にトップ合格を果たし（１５），いずれも大きく新
聞報道された。
　こうした卒業生の活躍を受けて，同校ならびに北海
道庁給仕の社会的評価は急上昇した。折からの不況も
手伝い，翌１９３２年度の北海道庁給仕採用試験は，倍率
７倍の激戦となった（１６）。

３．青年訓練所の併置

　翌１９３２年５月１８日，文部省普通学務局通牒発普５６号
により，夜間中学への専検指定が始まった。専検指定
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は中学校と同等以上の設置基準を満たした学校の卒業
者に対して中学校卒業者に準ずる特典を付与する制度
で，事実上の中学校（女子は高等女学校）昇格を意味
するが，札幌市内の夜間中学でこれを目指したのは札
幌中等夜学校（札幌夜間中学）１校にとどまった。
　私立札幌青年学校はこれとは異なる路線を選ぶ。ま
ず，１９３２年６月２９日，北海道庁学第９２８号により，北海
道庁内に私立札幌青年訓練所を設置した（１７）。
　ここに二つの疑問がわく。第一に，なぜ私立札幌青
年学校は財団法人を組織していたにもかかわらず，専
検指定ではなく青年訓練所を選んだのであろうか。確
かに基本財産の中心である土地の評価額は２,１１９円に
過ぎず，これでは３０,０００円以上という専検指定の基準
額は満たしていない。だがその土地は札幌駅周辺の優
良物件であり，再評価を実施すれば基準額を満たすの
は明白であった。現に１９４３年にはそうして専検指定を
受けるのだ。

　第二に，なぜ青年訓練所としての認定を受けるので
はなく，別に青年訓練所を併置する方法を採ったので
あろうか。
　おそらくその理由はいずれも，女子生徒が在学する
可能性があったためだろう。男女共学のまま専検指定
を受けることは不可能である。青年訓練所認定も，男
女共学という事態は想定していない。同校の場合，表
２に示したように，前年の１９３１年段階で在籍者が男子
７４名，女子６名。累積卒業者が男子２９１名，女子５１名。
少数派ではあるが，無視できる数ではない。北海道庁
および近隣官公署に勤務する若年労働者の救済を目的
として始まった同校にあって，女子を排除して専検指
定を受けるのはその設置目的に照らして矛盾があった
はずである。

４．青年学校化と北海道庁給仕の全員入学制度導入

　１９３５年４月１日，北海道庁指令亥学第５６０号により，

表１　札幌市内に設置された夜間中学

表２　昭和中学の教員数・生徒数・累積卒業者数・経費など

※札幌区役所編『札幌区統計一班』（１９１４・１８年），札幌市編『札幌市学事一覧』（１９２４～４１，４３年）から筆者が作成。
　１９２５・３３年の累積卒業者数は直前のデータと整合性がないが，理由不明なのでそのまま掲載。
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私立札幌青年学校は名称はそのまま，学校区分を各種
学校から青年学校へ変更した（１８）。これは同日施行され
た勅令第４１号「青年学校令」により，実業補習学校・
青年訓練所を統合して青年学校が発足したためであ
る。各種学校である私立札幌青年学校は，偶然ながら
新たに発足した青年学校と名称が重なるため，改称す
るか青年学校認定を受ける必要がある。
　この学校区分の変更は，単なる書類上のことではな
かった。同校は従来の方針を大きく転換させたのであ
る。前掲表２に示したように，この年以降，女子生徒
は在学しなくなる。また，生徒数が７０名程度から１１０
名程度へと大きく増加し，以後はその水準で推移す
る。これは，北海道庁の給仕全員に入学義務を課した
ことの反映であった。
　実態としてはどういうことか。生徒の回想をみよ
う。
　　　北海道庁官吏の登竜門として開校されたわが昭

和中学は，入試合格即道庁給仕に採用される仕組
みになっていたから，入学と同時に，二足の草鞋
を履くことを強いられる。だが，それは合格時に
すでに定められた道程として，あまり抵抗はなく
受け入れることができた。むしろ自分の力で未来
を切り開くという希望に，気力あふれていたよう
に思い返される。卒業後は，自動的に道庁官吏へ
の道が約束されるという特色もあり，また経済的
な理由から昼間学ぶことのかなわぬ俊秀が，全道
各地から数多く集まっていた（１９）。

　　　旧制札幌第二尋常高等小学校（二年制）を卒業
し，道庁の給仕採用試験を受けた。（中略）給仕拝
命後青年学校生として夜学ぶことになった。給仕
は全道から採用され集まって来たのですが，地方
出身者（札幌市以外）は町村長の推薦を受けてと
のことを聴き驚いた。郡部出身の連中に優秀な人
材がいた（２０）。

　つまり，私立札幌青年学校は，北海道庁および近隣
の官公署の若年労働者に中等程度の補習教育を行う機
関ではなく，北海道庁給仕に中等教育を施す機関へと
変質したのであった。生徒は昼働き，夜学ぶ生活を送
るのだが，卒業後も北海道庁に勤務し続ける限り，雇
員を経て「官吏」すなわち判任官へ「自動的に」登用
されるのだ。それは職業資格に関する限り，中学校・
実業学校など中等教育機関を卒業した者と同じ取扱い
である。同校は，例えば軍学校や鉄道教習所・逓信講
習所などと同様，官庁が自前で実施する職員訓練機関
となったといってよい。
　興味深いのは，専検指定を受けないことに対する批
判が管見の限り見当たらないことである。ここから推
測するに，専検指定を受けたところで，多くの生徒に
とって上級学校への進学は経済的事情から困難であっ
た。一方，北海道庁で職業生活を全うするとすれば，

官費で中等教育を受けながら卒業後は中学校卒業者に
準ずる取扱いを受け，「自動的に道庁官吏への道が約束
される」境遇に何の不満があろう。もし不満があれば，
私費で札幌夜間中学に進めばよいのであり，事実そう
する者もごく少数ながら存在したようである（２１）。
　逆に言えば，専検指定とは進学・就職が決まってい
ない段階の青年には切実な問題だったが，人生行路を
決めた者にとっては中学校卒業者に準ずる待遇が保障
されればさほど気にならない程度のものだったのであ
る。

５．各種学校化と専検指定

　青年学校制度発足からわずか４年後の１９３９年４月２４
日勅令第２５４号によって青年学校令は全面改正となり，
中等教育機関に進学しなかった男子に就学義務を課す
とともに，卒業者に対する陸軍現役六ヶ月短縮の特典
を廃止した。
　この措置は全国の夜間中学にとって大きな転機と
なった。札幌市内でも中等夜学有鄰館が「青年学校に
改組するか，現状維持ですごすか，廃校にするか（中
略）問題の決着を同年４月以降に残して，２０名の新入
生を迎え，新年度をはじめた」（２２）ものの，出席状況が
悪化の一途をたどる。ついに同年秋には休館を余儀な
くされ，翌４０年３月には残存していた生徒を札幌夜間
中学・札幌遠友夜学校に編入学させて廃校となった。
官公庁から青年学校義務制に伴う強制措置が発動され
たわけではないが，学ぶ側から拒絶された格好であ
る。
　私立札幌青年学校はこの機を捉え，専検指定を受け
る方針に転換した。将来的には青年学校のままでは優
秀な生徒（＝給仕）の確保に困難を来しかねないとい
う判断に至ったものと思われる。もともと財団法人を
組織しており，今や女子の在学者はいない。講師も庁
立札幌一中の学校長・教諭が担当しているとなれば，
越えるべきハードルはごく僅かであった。
　１９３９年４月１日付で同校は各種学校に復帰して昭和
中学と改称，修業年限を４年に延長し，附設先を北海
道庁舎から庁立札幌一中へ移転した。これに伴い，私
立札幌青年学校に在学していた生徒およびかつての卒
業生で昭和中学へ再入学して中等学歴を得たいと希望
する者には編入試験を実施したうえで，昭和中学の上
級学年に編入した。
　同年４月１４日，昭和中学は開校式・入学式を行った。
近所には低学年生中心に７０～８０名を収容する学習寮を
設置し，いよいよ中学らしくなった。
　　　そのころ，級で中学へ入ったのは，村長，校長，

お寺等，所謂，村で名士と言われる家の僅か数人
の子供達であった。家は貧しかったので子供心に
もそんなことは望んでもいなかった。多くの子供
達は，高等科へ進み，卒業すると村の青年団に入
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り農家を継いだ。卒業間近の或る日，担任の先生
から昭和中学の受験を勧められた。昼間は道庁の
給仕で夜は名門校札幌の一中で勉強させてもらえ
る。文部大臣の指定新設校であることなど。私に
とっては願ったり叶ったり，渡りに舟と思い勇ん
で応募，合格。「男子志を立て郷関を出ず」なんて
そんな大それた気持ちではなかったが，ただ中学
へ行けるんだということだけで希望に胸ふくらま
せた（２３）。

　ただし，生徒の生活はギリギリだった。給仕の初任
給は月額１８円。年末賞与，被服（現物），教科書代（年
額約１５円）も支給されたものの，授業料月額２円（う
ち１円は北海道庁から支給）を引いた１７円では，育ち
盛りの少年の１ヶ月の生活費には不足であった。おお
むね６ヶ月毎に実施となる日給５銭（月額約１円）の
昇給を心待ちにしながら，親元から若干の仕送りを得
て副食費に宛てる者もあった（２４）。
　その後の待遇は，２年勤務後（すなわち３年進級時）
に事務系職場では「写字生」，技術系職場では「写図生」
に昇格する。身分は引き続き傭人ながら，職務は書記
の補助的内容にかわる。４年勤務後（すなわち卒業後）
には，中学卒業者として雇員に昇格，その後も勤務し
続ければ，２０代後半から３０代前半に判任官となれる。
これが専検指定の最大のメリットであった。もちろ
ん，中等学歴をひっさげて，進学・転職することも可
能である。
　実際の作業は文部省内の事務手続きの関係で若干遅
れたが，１９４１年１１月３０日には文部省督学官長岡弥一郎
が来校して施設経営状況を検査，第１期生が卒業する
直前の１９４１年２月１５日に専検指定を受けた。こうして
同校は札幌市内で２校目の，そして全国に類例を見な
い単一の官公署の給仕教育を専門とする夜間中学と
なった。同校生徒３１１名は計１００円を醵金して校旗を新
調し，３月１５日の第１回卒業式で披露した。
　卒業生の菊地重隆によれば，同時に卒業した「級友
のうち半分近くが東京で昼は中央官庁に，夜は各大学
にと進んだ」（２５）という。また，小島清によれば，「私
の知る一，二期生だけでも，京都大，建国大，早稲田，
慶応，中央大，専修大へと進学した者が数多くあ」（２６）っ
たという。正確な数値は未見だが，進路が北海道庁に
限定されなくなったこと，また進学希望者が相当数に
なったことは，明らかに専検指定の効果であった。

６．中学校への変更から廃校へ

　１９４３年４月１日勅令第３６号「中等学校令」を受け，
財団法人給仕教育資産は同令による昭和中学校の設置
認可を申請した（２７）。中学校の年限短縮に対応し，修業
年限は３年に短縮となった。また，従来の学習寮に加
え，１年生専用の養正寮を新設した。
　しかし，１９４３年６月１８日，全国の夜間中学を勅令第

５１３号「労務調整令中改正ノ件」による男子軽労働禁止
の衝撃がおそった。同令を受けて厚生省は９月２３日付
で禁止職種ならびにその措置を開始する日を指定し
た。給仕については翌４４年３月１５日で禁止となった。
昭和中学校の場合，生徒全員が給仕だから事態は深刻
であった。
　まず，厚生省による禁止職種の発表を間近に控えた
１９４３年９月１２日，「昭和中学が廃校になるかも知れな
い」という噂が校内を駆けめぐった（２８）。それが公式に
伝達されたのは１０月上旬のことで，校長（北海道庁会
計課長）から生徒に対し，「国の大方針によって道庁給
仕職は本年度を以て廃止となる。諸君の身の振り方に
ついては順次相談に乗る」と述べたものの，「学校の存
廃には言及しなかった」という（２９）。
　学校の存廃に言及しなかったのは，いくら入学試験
が北海道庁給仕の採用試験を兼ねているとはいえ，双
方の身分は直接関係しないためであろう。給仕の解雇
は必至とはいえ，それによって生徒を退学させるのは
文部省が許可しない。北海道庁は同校の今後をどうす
るかについて方針を打ちだせなかったと推測される。
　１２月に入ると，今度は庁立札幌二中夜間部との統合
が噂されるようになる。生徒は「この学校は昭和中学
のように生徒の年齢が一定でなく，社会人を多く含み
北大進学者も出しているいわばおとなの学校である」（３０）

と半信半疑だったが，翌１９４４年２月２４日に統合が決定
する（３１）。３月２５日に文部大臣から私立昭和中学校は廃
止認可を受け（３２），同月末限りで廃止となった。１年生
は１５０名いたが，写字生・写図生に採用される者を除く
１４０名が北海道庁給仕を退職した（３３）。研究機関の補助
員なら可ということで，北大などに職を求めた者もい
たが（３４），多くは慣れぬ肉体労働につき（３５），職を失っ
て帰郷する者も少なくなかった。また，師範学校・中
学校などへ転校したり，軍学校などを志願する者も多
かったという（３６）。退学者の数字・動向は正確にはわか
らない。
　１９４４年４月１日，昭和中学校は北海道庁立札幌第二
中学校昭中分教場となった。学校儀式の際には二中に
出向くが，それ以外の授業・教練等は引き続き分教場
で行う（３７）。生徒は庁立札幌二中夜間部に編入学の形を
取り，講師を務めていた庁立札幌一中関係者も兼務発
令された。そして翌４５年３月３１日，６１名（繰り上げ卒
業の３年生を含む）の卒業をもって昭中分教場は廃止
となり（３８），新３年生だけとなった在校生は二中へ通学
することとなった。運命に翻弄された彼らの心は相当
にささくれ立った。同年秋の二中の教務日誌には，「三
年ニ無断早退者七名アル所週番ニ見付ケラレタリ。特
ニ昭和中学ヨリ来レル生徒多シ」（３９）との記述が見られ
る。その在校生の一人であった芥川賞作家・高橋揆一
郎は，同窓会の記念誌に寄せた長文の最後を以下のよ
うに締めくくっている。
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　　　夜中編入後のことは語る気がしない。ここでの
二年間は徹底して怠けていた。向学心のかけらもな
かった（４０）。

　特異な性格を持って誕生し，多くの苦学生の知識欲
と希望を育んだ昭和中学は，戦争に翻弄されて悲劇的
な最期を遂げたのであった。

おわりに

　以上，昭和中学の歴史を概観し，拙著で描いた夜間
中学の通史に対照すると以下の三点が指摘できる。
　第一に，官公庁に勤務する給仕を教育することの必
要性が相当早くから論じられ，また手を打たれてきた
ということである。また，北海道庁の場合は授業担当
者の能力から，教育内容は中学校に準じた普通教育た
らざるを得なかったと言えようが，そもそも丁稚奉公
などではなく給仕を選んだ彼らの希望進路自体，「手に
職」をつけるよりも学力で切り拓く職種への就職（可
能であればさらなる進学）という方が圧倒的であった
ろう。その意味で，給仕教育と夜間中学の間には高い
親近性がある。都市部に設置された夜間中学では昼間
の職業を給仕と答える生徒が多数を占める事例が多
かったことは拙著でも触れたところであるが，そうし
た中に昭和中学と同様の事例が存在しないか，特に県
庁所在地の夜間中学について再確認してみる必要があ
る。例えば，１９３１年開設の岐阜夜間中学（県立岐阜中
附設）は「県庁にいる給仕さんたちに勉強させてやろ
うということで，当時の内務部長さんや中村課長さん
あたりが中心になって生れた」（４１）という。１９４２年開設
の私立秋田夜間中学（県立秋田中附設）は，既存の秋
田県庁青年学校を母体にして誕生した（４２）。こうした事
例を横断的に分析することで，地方都市における夜間
中学というものの位置づけが新しく見えてくるかも知
れない。
　第二に，夜間中学と青年訓練所・青年学校の制度的
消長の間には，大きな関係があるということである。
特に将来の徴兵後に備えた陸軍の現役短縮という特典
を獲得するかどうかが夜間中学の経営如何に微妙な影
響を及ぼしていること，また青年学校男子義務制導入
後は青年学校認定（または専検指定）を受けずに夜間
中学を経営することが困難な状況になったことは重要
である。前者についてはある意味，当然のことである
が，後者についてはこれまで指摘されてこなかった事
実だと思われる。特に，官公庁から青年学校指定を慫
慂されるとか，学校廃止を求められるとかいうような
強硬措置が取られたわけではなく，学ぶ側から拒絶さ
れることで各学校が閉校なり，青年学校指定なり，専
検指定なりといった判断を迫られたことは注目に値し
よう。
　第三に，「中等教育」あるいは「学歴」とは何かとい
う点について，再吟味が必要だということである。昭

和中学は，その歴史の多くを各種学校として存立して
いた。各種学校は中等教育機関ではないし，もちろん
いくら整備されていようとも卒業者は正規の学校を卒
業したことにはならない。しかし昭和中学は開設当初
の資料がみつからない時期を除けば一貫して中学校に
準ずる教育を行ってきた。さらに各種学校から青年学
校に区分を変更した１９３５年からは，その卒業者を将来
的に判任官に取り立てる措置を取り，実質的に中学校
卒業者に準じた取扱いをしていた。これを学歴に伴う
特典といわずして何といおう。
　近代日本の正規の中等教育進学率は最大で２割程度
だが，残余の８割が教育を受けなかったわけではな
い。そこに注目しなければ，正しい中等教育像は描け
ないだろう。その内実を明らかにする作業の糸口の一
つが，夜間中学にあるのは確かである。今後も夜間中
学の事例研究を通じ，近代日本の中等教育の実像を描
出する作業を続けていきたい。
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（２２）前掲『北海道教育史』全道編４，１９６４年，１８４ページ。

（２３）高木貞光「思い出」前掲『青雲』，４６ページ。

（２４）『毎日新聞』１９８０年１０月２５日，「われらが母校シリーズ No.１６１

昭和中学校」。札幌版のマイクロフィルムによる。

（２５）菊地重隆「思い出すままに」昭和中学同窓会編『昭和中学

同窓会会報』第３２号，１９９８年１月，８ページ。なお，菊地

は東京物理学校（夜学）を経て，１９４３年に北海道帝国大学

理学部に入学，学業の傍ら昭和中学校講師を務めた。

（２６）小島清「『ぜんざい』屋談義」前掲『青雲』，３１ページ。な

お，建国大学は満州国立で，わが国の帝大に準ずる評価を

受けていた。

（２７）国立公文書館保存資料「中学校設置認可廃止」。

（２８）高橋揆一郎『少年給仕』，新潮社，１９９２年，８０ページ。高橋

は１９４３年入学者で，芥川賞作家。同書は昭和中学を舞台に

した自伝風の小説だが，牧島忠敏氏（昭和中学同窓会事務局

長）のご教示によれば，校内で起きたことの経過は正確に描

出されているという。

（２９）同上，８２ページ。

（３０）同上，９９ページ。

（３１）札幌西高等学校創立五〇周年記念事業協賛会編『創立五〇

周年記念誌』，１９６３年，１９３ページ。

（３２）国立公文書館保存資料「夜間中等学校台帳」「中学校設置廃

止認可」。

（３３）前掲『毎日新聞』１９８０年１０月２５日。

（３４）卒業生である山田栄によれば，「研究機関ならいいと聞いて

北海道帝国大学付属病院研究補助員となり，精神神経科の

検査室で血液の検査を一年数ヶ月程していた」（青雲会『青

雲会通信』第５号，１９８４年，５ページ）。

（３５）卒業生である鹿熊信一によれば，「工場に就職してきつい労

働に従事，或いは消防署に勤めて望楼に上り寒さにふるえ

る等，働く環境は激変した」（前掲『青雲』，６４ページ）。

（３６）森内敏明「青雲会」前掲『青雲』，６８ページ。

（３７）前掲『青雲』，６８ページ。

（３８）北海道札幌南高等学校創立百周年協賛会百年史編集委員会

編『百年史　北海道札幌南高等学校』，１９９７年，２０４ページ。

（３９）前掲『創立五〇周年記念誌』，１８６ページ。

（４０）前掲『青雲』，７１ページ。

（４１）松原兼助初代主事の回想。岐阜県立華陽高等学校編『蛍雪

二十年』，１９５１年，９２ページ。

（４２）秋高創立百周年記念事業実行委員会「秋高百年史」編纂委

員会編『秋高百年史』，１９７３年，３１５ページ。

（平成１８年９月１９日受理）




